
静岡県告示第29号

静岡県文化財保護条例（昭和36年静岡県条例第23号）第４条第１項の規定により、次のものを静岡県指定

有形文化財に指定したので、同条第４項の規定に基づき告示する。

令和６年１月16日

静 岡 県 知 事 川 勝 平 太

１ 種 別 有形文化財（彫刻）

名 称 木造千手観音菩薩立像

員 数 １軀

所 在 地 焼津市花沢２

所 有 者 宗教法人 法華寺

２ 種 別 有形文化財（歴史資料）

名 称 村山浅間神社関係資料

員 数 一括

所 在 地 富士宮市長貫1131－６ 芝川会館

所 有 者 宗教法人 村山浅間神社


